
●救急医療体系

 

時間 月 火 水 木 金 土 日

昼間 眼科　１～４

準夜 耳鼻科　　６

深夜

　
 

眼科　　　１

耳鼻科　　２

９～１０

１～２

 

２３４

３１５

救　急　医　療　体　系 事　業　名

 休日昼間（内科・小児科）

救急医療機関で対応

平日準夜
（小児科）

　   休日診療（眼・耳）
　　　 （在宅当番医制）

        休日夜間急患センター
     　 　（固定制）         ＊昼間 ＝ 9:00～17:00

　   準夜診療（在宅当番医制） 休日準夜（内科・小児科） ３０

事業主体

　  休日診療（在宅当番医制）

4

東京都

４０

28
（高度救命　４）

区市町村

東京都

７７

　○三次救急 ：　生命危機を伴う重症・重篤な救急患者に対する救命措置、高度専門治療（救命救急センター・こども救命センター）

 

東京都

区市町村

●基本方針　突発不測の傷病者が、いつでも、どこでも、だれでもその症状に応じ、必要かつ適切な医療を受けられる救急医療体制の整備

　○初期救急 ：　比較的軽症な救急患者の診療（休日夜間急患センター、小児初期救急診療事業等）

　○二次救急 ：　中等症から重症患者で手術、入院を要する救急患者の治療 （休日・全夜間診療事業、心臓循環器・熱傷救急医療事業等）

通常診療で対応
休日昼間

８０

施　設　数診　療　時　間

●救急医療体制の概要 (令和５年４月１日現在）

　         準夜 ＝ 17:00～22:00

　         深夜 ＝ 22:00～9:00

救急告示医療機関

心臓循環器（輪番制）
熱傷（輪番制）

休日診療（眼・耳）
　（輪番制）

こども救命センター（固定制）

特
殊

全日２４時間

救命救急センター（固定制） 全日２４時間

休日昼間・準夜
※一部自治体で平日夜間、土曜準夜の実施

小児初期救急平日夜間診療

休日及び全夜間
内科系・外科系、一部で小児科

土曜夜間・休日
土曜夜間・休日

休日昼間（耳：多摩は休日夜間も実施）

休日・全夜間診療
　（固定制）

・入院を必要としない急病患者に対する医療

初 期

・生命危機が切迫している重症・重篤患者に対する医療

三 次

・入院を要する中等症・重症患者に対する医療

二 次
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